
＜２０２３年度 定期健康診断の受診について＞
「労働安全衛生法」では、原則１年以内毎に１回、法定健診を受けることが従業員に義務づけられています。
必ず下記の期間内に受診をお願いいたします。

予約期間：２０２３年３月１５日～２０２３年９月１５日まで
受診期間：２０２３年４月 ３日～２０２３年９月３０日まで

※詳細は２０２３年３月９日に配信された「人事部業務連絡」をご確認ください。

健康習慣を身につけよう

マツモトキヨシ労働組合 組合員用です。

マツモトキヨシ
労働組合ニュース

会社側／MCCマネジメント 管理本部人事部 人事労務専任部長 田久保繁
MCCマネジメント 管理本部人事部 人事課ウエルネス担当 主任 進藤浩章
MCCマネジメント 管理本部人事部 人事部ウエルネス担当 保健師 星野好美

産業医／医療法人社団麒麟会 若葉クリニック 理事長・院長 若月冬樹
医療法人社団麒麟会 理事 吉橋准子
医療法人社団嵐川 大野中央病院 地域支援部部長 日暮則夫

組合側／中央執行書記長 倉持有介 中央執行副委員長 平野優矢 中央執行委員奈良バト花絵

１．各種データについて(労災発生件数・休職者数・長時間労働)

・２０２3年4月の休職者数、時間外労働の状況、労災の発生状況を報告。

２．今年度のテーマについて
「高ストレス者面談のフィードバック」について(産業医／若月先生より)

・面談は限りある時間の中で行なわれなければならず、良い面・悪い面あり難しい。
・ストレスチェックの分析が進んでいくなかで、アクションプランをたてる。
・今自分が幸せだと、つらいことのハードルが低くなり、ストレスへの抵抗力が大きくなります。
・ストレス耐性を上げるとは、打たれ強くなることではなく、発散する方法をいくつ持っているかということ
・自分で自分の機嫌をコントロールできるかどうかが、ストレス耐性にかかわっています。
・体を動かす事で脳の血流が増加して、気分が晴れます。少しでも体を動かす「運動の習慣」を身につけましょう。

２０２３年５月度安全衛生委員会 内容

安全衛生委員会

２０２３年5月１8日（木）新松戸本社5階会議室
安全衛生委員会は、労働安全衛生法において定められ
ており、労働者の意見を事業者の行う安全衛生に関する
措置に反映させるため、労使で毎月第３木曜日に開催し
ています。
健康経営に向けて、５月度は産業医の先生より「高ス
トレス者面談のフィードバック」についてお話を伺いま
した。面談の難しさや、ストレス耐性についてご教授い
ただきました。
ストレス耐性を高めるために、体を動かす事から始め
ましょう。良い健康習慣を身につけることは、様々な疾
患の予防へと繋がります。

５月度
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＜マツキヨココカラWAY＞３.私達一人一人が共有する喜びの心
■私達は、自分自身が健康で働けることに喜びを感じます。



新年度４月より、ＭＣ＆Ｃ湯島本社・ＭＣＣＭ新お茶の水本社
の安全衛生委員会にマツモトキヨシ労働組合も出席しています

２０２３年５月１2日（金）WEB開催

１７３４号２面

マツキヨココカラ＆カンパニー健康保険組合
ＬＩＮＥ公式アカウントのお友達登録を‼

・健康保険組合からのお知らせ、お得情報、健康作りに役立つコンテンツが届くほか、手
続き方法も解るようになっています。是非、お友達登録をお願いいたします。

※詳細については３月３０日に配信された「【業務連絡】健康保険組合ＬＩＮＥ公式アカウント開設のご案内」をご確認下さい。

＜内容＞
・自己紹介 ・私傷病（メンタル疾患）休職者の対応
・事務局からの状況報告 ・その他
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